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消費者の信頼回復に向けたＪＡグループの取組み 
 

平 成 1 4 年 6 月 2 8 日 
全 国 農 業 協 同 組 合 中 央 会 
 ＪＡ改革推進課 甲斐野新一郎 

1. ＪＡグループと中央会について 
 
 
 
2. 食品の偽装表示とＪＡグループの取組み 
 
 
 
3. 食品表示についての自主点検の実施について 
 
 
 
4. 経済事業刷新委員会の検討と中間とりまとめについて 
 
 
 
5. 中間とりまとめを受けた今後の取組みについて 
(1) ＪＡグループの取組み具体策について 

 
 
(2) ＪＡグループとしての基準の設定 

 
 
(3) 食品業界や小売業界との関係 
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【ＪＡグループについて】 
 

 



 3

【中央会について】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【目的】 
第 73 条の 15 農業協同組合中央会（以下「中央会」という。）は，組合の健全な
発達を図ることを目的とする。 

【事業】 
第 73 条の 22 中央会は，その目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 
１ 組合の組織，事業及び経営の指導 
２ 組合の監査 
３ 組合に関する教育及び情報の提供 
４ 組合の連絡及び組合に関する紛争の調停 
５ 組合に関する調査及び研究 
６ 前各号の事業のほか，中央会の目的を達成するために必要な事業 
② 中央会は，組合に関する事項について，行政庁に建議することができる。 
③中央会は，組合の定款について，模範定款例を定めることができる。 

【組合からの報告等の徴求】 
第 73 条の 25 中央会は，第 73 条の 22 第１ 項第１ 号の事業を行うために必要
があると認めるときは，定款の定めるところにより，組合に対し，その組織，
事業又は経営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 
第 73 条の 22 第１ 項第１ 号の指導を受けた組合の理事は，当該指導の内容を，
農林水産省令で定めるところにより，総会に報告しなければならない。 
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 【経済事業刷新委員会】 
【構成】消費者、生産者、学識経験者、JA、県域代表 
【機能】①国産農畜産物にかかる信頼性の再構築 

②消費者・国民に信頼される経済事業の刷新方策 

とりまとめ報告 

JA ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体での食品表
示についての点検・検証の
実施 

【事
全農ｸ
県本部
の取扱
いての

都道府県事業刷新委員会 

報告・検証 

【食料安心・安全対策ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ（全中）】 

・ JA ｸﾞﾙｰﾌﾟ安心・安全
ｼｽﾃﾑの確立 

報
告
・
指
導 

【JA 改革推進会議】 
生産者にﾒﾘｯﾄのある経

済事業改革等について検
討 

①法
定・

【JA 改革推進本部委員会】 
【構成】JA：6、県中：6、県連：6、全国連：10の会長 
【機能】JA ｸﾞﾙｰﾌﾟの事業改革についての意思決定 

【消費者から信頼され、生産者の負託に応える経済事業刷新
業総点検
ﾞﾙｰﾌﾟ（全
、および
う全商品
事業総点

【
(1) 【

【機能

「
（

【全
務ｺﾝﾌﾟﾗ室
実践、④全

のための
の実施】 
国本部、33
協同会社等）
・ｻｰﾋﾞｽにつ
検の実施 

全農ｸﾞﾙｰﾌﾟ危
構成】全農会
構成事務局
置 
】①不祥事原
②事業総点
③再発防止

食鳥事業生
3月 9日）して

【全農

農の法令遵守
の設置・強化
農ｸﾞﾙｰﾌﾟ役職

取組み】 
機管理対策本部】（3月 5日設置） 
長を本部長に副会長、常勤役員で
：全農ｸﾞﾙｰﾌﾟ危機管理対策室を設

因の徹底究明 
検の実施 
 

【全農ﾁｷﾝﾌｰｽﾞ㈱問題調査委員会】
（3月 5日設置） 

（弁護士、公認会計士等の外部の
専門家による調査） 

(2) ＊経済事業刷新委員会に報告 

報 告 
産・販売対策本部」を設置
事業上必要な対策を実施

における取り組み】 

（ｺﾝﾌﾟﾗ）への取り組み】 
、②研修の実施、③危機管理ﾏﾆｭｱﾙの策
員行動規範の策定・実践 
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【経済事業刷新委員会について】 

経済事業刷新委員会委員名簿 

     

【消費者】    

 【氏名】 【団体名】 【役職名】  

 藤岡 武義  日本生活協同組合連合会 常務理事  

 日和佐 信子 全国消費者団体連絡会 渉外担当  

 高橋 公 日本労働組合総連合会 社会政策局 局長  

     

【学識経験者】    

 【氏名】 【団体名】 【役職名】  

 野村 一正 時事通信社 解説委員  

 足立 則夫 日本経済新聞社 編集委員  

 原 剛 早稲田大学大学院 教授  

 高橋 博 ｲｵﾝ株式会社 農産商品開発部長  

 小島 正興 国民経済研究協会 監事  

     

【生産者】    

 【氏名】 【団体名】 【役職名】  

 大松 秀雄 (農)旭愛農生産組合 代表理事  

 谷 則男 JA全青協 参与  

 伊藤 さなゑ JA女性協 顧問  

     

【JA 組合長】    

 【氏名】 【団体名】 【役職名】  

 木村 春雄 JAみどりの（宮城） 代表理事組合長  

 坂口 逸男 JAちくま（長野） 代表理事組合長  

 上野 松年 JA菊池（熊本） 代表理事組合長  

     

【都道府県域】    

 【氏名】 【団体名】 【役職名】  

 佐藤 晴登 JA山形中央会 会長  

 今井 和男 JA兵庫中央会 会長  

 吉岡 亀太郎 JA島根中央会 会長   
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【食品表示に関する自主点検について】 

食品表示に関する自主点検の実施結果（最終報告） 
平成 1 4 年 6 月 2 1 日 
全国農業協同組合中央会 

 
1. 食品表示に関する自主点検の実施の経過 
・ JAグループを含めた食品表示偽装問題が深刻化する中で、JAグループとして
「消費者から信頼され、生産者の負託に応える」経済事業の刷新をはかるため、
消費者、学識経験者、農業者等からなる「経済事業刷新委員会」を設置・検討す
ることとしました。 

 
・ この中で、JAグループとして①食品の適正表示、②食品表示にかかる内部チ
ェック体制とその実行状況について検証し、必要な対策を講じるため「食品表示
に関する自主点検」を実施しました。 

 
・ 全農グループ（全国本部、33県本部ならびにそれらの子会社等）については、
既に自主点検をとりまとめ、その内容については 5月 23日の第２回経済事業刷
新委員会に報告するとともに、公表しました。 

 
・ また、全農グループを除く JAグループ（JA、経済連等、以下 JAグループ）
の点検結果については、６月 12日の第３回経済事業刷新委員会で中間的な集約
ができましたので報告いたしました。 

 
・ 今回、ＪＡグループの自主点検について６月１２日以降報告のあったものを加
え、最終報告として取りまとめを行いましたので報告いたします。 

 
・ なお、自主点検の基準日は、決算等にあわせ平成 14年 3月末日としています。
このため、これ以前に表示偽装等が報道されたＪＡ等についても点検結果が報告
されていますが、既に改善がなされており現在は問題がないとしています。 

 
2. 自主点検結果の概要 
(1) 対象 JA数等の概要 
・ 自主点検を実施した JA（経済連を含む）の内、全中に報告があったものは
671JAで JA全体の 65.8％にあたります。加工や産直等に取り組んでいない JA
もあるため、ほとんどの JAをカバーしているものと考えられます。 

 
・ 対象施設は 1,964施設で施設の形態別には以下のようになっています。 
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加工施設 集出荷施設 営農センター 購買部門等 
449 308 63 477 
直売所 子会社 その他 【合計】 

430 62 175 1,964 
・ 対象品目は 23,778品目で、商品群単位では以下のようになっています。 

 
野菜 果実 米 肉 

10,313 2,509 1,748 1,751 
卵 加工食品 その他 【合計】 
572 6,845 40 23,778 

 
(2) 食品表示の適正性について 
・ 調査対象品目（23,778品目）の中で、JAS法等に照らして、表示が適切に行わ
れているかどうかについては 19,864 品目については適切に行われていましたが、
表示もれ等の問題があるもの等が 3,768品目（15.8％）となっています。問題の内
容については以下のようになっています。 

 
・ 問題点は、JAS 法等で定められた記載事項が記載されていなかったり、それが
不十分であったりするもが多くなっています。 

 
・ 名称等に優良誤認を招きかねない表示があるものについては、①減農薬や減化学
肥料といった表示についてガイドラインに沿った生産を明確に立証できない、②地
場産を誤認させるような表示が含まれている、③健康食品であるようなキャッチコ
ピーの記載等となっています。 

 
問題点 品目数 

名称が記載されていない 1,070（4.5％）
原材料名が記載されていないもしくは不十分 575（2.4％） 
生鮮品等の原産地表示がされていない 1,846（7.8％）
内容量が記載されていない 734（3.1％） 
消費期限（賞味期限）が記載されていない 665（2.8％） 
製造（加工）年月日が記載されていない 484（2.0％） 
保存方法が記載されていない 659（2.8％） 
販売者（製造者）名が記載されていないもしくは記載内容の不備 433（1.8％） 
名称等に優良誤認をまねきかねない表示がある 31（0.1％） 
その他 333（1.4％） 
検証できず問題があるかどうか判断できない 146（0.6％） 
【合計（のべ）】 6,976 
＊ １つの品目に複数の問題があるものがあり、【合計】と品目数が一致しない 
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(3) 食品表示にかかる内部チェック体制とその実行状況について 
・ 食品表示にかかる内部チェック体制とその実行状況については、ISO9000 シリ
ーズを基礎に、食品供給にかかる規定・規準・手続き・記録帳票の有無やその周
知徹底について自己点検（適切、概ね適切、実施していない、の評価）を実施し
ました。 

 
・ それぞれの項目に対する、評価は別紙のようになっています。全般的に小規模
な施設においては十分なチェック体制がとられていない状況にあります。 

（単位：％） 
評価 項目 点検事項 

適切 概ね適切 実施なし 
責任者の明確化 ６６．８ ２２．２ １１．０ 
内部牽制 ６０．４ ２２．４ １７．１ 
関係法令との整合性の点検 ５３．３ ３１．８ １４．９ 
行政指導 ９１．１ ６．９ ２．０ 

法的事項 

教育・研修 ４１．５ ３５．９ ２２．６ 
品質方針の明示 ４０．８ ３２．３ ２６．９ 

品質管理の専門部署 ５６．４ ２６．３ １７．３ 
品質管理責任者 ６１．１ ２６．５ １２．４ 

品質管理
体制 

指示にない変更 ７３．３ １７．４ ９．３ 
表示を管理する部署 ５３．３ ３１．１ １５．６ 表示 
表示変更時の手続き ４４．９ ３３．５ ２１．５ 
教育・訓練の計画 ３６．４ ３９．１ ２４．５ 教育・訓練 
指導者 ４２．８ ２８．２ ２８．９ 
取引先との商品規格内容 ６０．１ ２６．７ １３．２ 取引先と

の確認 取引先への周知徹底 ８２．８ １２．０ ５．２ 
原料の仕入管理 ６９．４ ２３．４ ７．２ 
委託品の仕入管理 ８４．６ １０．６ ４．８ 

仕入管理 

仕入商品の管理 ７９．１ １５．２ ５．７ 
工程のマニュアル化 ４７．０ ３２．１ ２０．８ 工程管理 
工程記録 ４３．２ ３４．０ ２２．８ 

原料・商品の選別・仕分け ４１．９ ３９．９ １８．２ 
工程ごとの検査・試験 ４７．１ ３２．２ ２０．７ 
検査・試験責任者 ５１．３ ２６．２ ２２．４ 

検査・試験 

記録管理 ４６．９ ２４．８ ２８．４ 
権限の明確化 ４８．２ ３１．１ ２０．６ 
不適合品に関する手続き ４３．０ ２９．７ ２７．４ 

不適合品
の管理 

記録管理 ３８．９ ２８．８ ３２．３ 
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評価 項目 点検事項 
適切 概ね適切 実施なし 

苦情処理の手順の明確化 ５１．９ ３５．４ １２．７ 
その後の指示・対応 ５６．９ ３２．５ １０．６ 

苦情処理 

記録管理 ４１．８ ２９．５ ２８．７ 
欠品に関する責任体制 ５０．５ ３３．６ １５．８ 
欠品に関する契約 ４４．４ ３１．１ ２４．５ 
異常な変動の有無 ８１．２ １２．７ ６．１ 

欠品対応 

記録管理 ４０．２ ３１．５ ２８．３ 
返品に関する責任体制 ５３．６ ２９．８ １６．６ 
返品に関する契約 ５１．９ ２９．８ １８．３ 
異常な変動の有無 ６４．４ ２５．９ ９．７ 

返品対応 

記録管理 ４０．４ ３０．９ ２８．７ 
適正在庫水準の設定 ４２．６ ３３．２ ２４．２ 
余剰在庫の処理 ３８．５ ３３．５ ２７．９ 

余剰在庫 

記録管理 ４４．２ ２９．０ ２６．８ 
＊ 点検事項ごとに有効回答の中の割合 
 

3. 点検結果を踏まえたＪＡグループの対応について 
(1) 食品の適正表示の徹底 
・ 食品表示についてＪＡＳ法等に準拠した適正表示が徹底されていなかったこと
から、ＪＡグループとして以下の取り組みを実施します。 
① 食品表示についてその内容を周知徹底するためのマニュアル・ビデオ等の作成 
② 食品表示関する研修会の実施（6月 13日開催） 
 
・ また、優良誤認を招きかねない表示を防止するため、ＪＡグループとしてガイ
ドラインの設定など指導徹底をはかります。 

 
・ 全農グループについては「食品安全・適正表示管理体制準備室」のもと適正表
示の徹底ならびに恒常的な牽制機能を発揮する体制を構築します。 

 
(2) 食品表示にかかる内部チェック体制等について 
・ 食品表示にかかる内部チェック体制については、施設等の規模に応じて体制の
整備状況に格差があります。このため、ＪＡグループとしては以下の取り組みを
はかることとします。 
① 広域流通を前提とした大規模な食品加工施設（精米工場、食肉加工センター、
生乳・乳製品施設等）については、総合衛生管理製造過程(ＨＡＣＣＰ)やＩＳＯ
9001（品質ＩＳＯ）の認証取得を促進します。 
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② 広域流通せず、消費者と生産者の距離が近い直売所（ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ）や伝統的
な手法で行う加工施設（みそ、漬物等）などについては、一般的に小規模でＩＳ
Ｏ等の取得が難しくなっています。このため、「ＪＡ地域特産加工・直売所全国連
絡協議会」を中心に、品質管理の向上に向けた教育・研修を実施します。また、
適時、監査において内部統制の状況を点検します。 
 
・ 全農グループについては、食品を取扱う所場、事業所、子会社についてはＩＳ
Ｏ9001の認証取得に取り組むとともに、それ以外の職場についても業務実施要領
やマニュアル等をＩＳＯの手法によって見直し、業務執行の手順を明確にします。 

 
(3) 消費者相談窓口の設置 
・ 消費者からの信頼を得、開かれたＪＡグループとするためにも「消費者相談窓
口」機能は重要である。このため、ＪＡ、連合会それぞれに「消費者相談窓口」
を設置するとともに、全国センターを設立しそのネットワーク化をすすめます。 

 
・ 全農グループについては、現在部門ごとに設置されている「消費者相談窓口」
を充実するとともに漸次集約化していきます。 

 
以上 
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【経済事業刷新委員会中間とりまとめ】 
平成 14 年 6 月 21 日 
経済事業刷新委員会 

はじめに 
 
 本委員会は、消費者から信頼され、生産者の負託に応える経済事業の刷新をはかる
ため、①ＪＡｸﾞﾙｰﾌﾟにおける食品表示に関する自主点検・検証の実施、②経済事業シ
ステムの刷新方策、③国産農産物の安心・安全システムの展開について、検討を付託
され、これまで４回にわたって委員会を開催してきた。 

 
今回の問題は単なる偽装表示の問題ではなく、日本農業の信頼性を損なう問題であ

るとの認識が必要である。失われた信頼を回復するには、改善に向けた諸対策に取り
組むとともに、情報の公開、消費者と直結した事業運営および役職員の意識改革の徹
底などの経済事業構造や組織・ガバナンスの刷新が不可欠である。 

 
委員会では経済事業の刷新に向けた具体策として、①消費者に信頼される経済事業

システムの刷新方策、②経済事業の構造や組織・ガバナンスについて、10 項目の課
題について検討し、その方向性を整理した。ＪＡｸﾞﾙｰﾌﾟとして本とりまとめに基づき、
早急に経済事業の刷新に向けた実践に取り組まれたい。 
ＪＡグループは危機を風化させず、危機をバネにした取り組みが必要である。 
 
付託事項にある「経済事業の構造や組織・ガバナンス」については十分な検討がで

きていないが、今回は「消費者に信頼される経済事業システムの刷新方策」を中心に
中間とりまとめを行い、残された課題については引き続き検討する必要がある。 

 
なお、ＪＡｸﾞﾙｰﾌﾟが実施した食品表示等に関する自主点検については、一定評価で

きるものとなっているが、公表方法等については課題の残るものとなっている。 
 

【消費者に信頼される経済事業システムの刷新方策について】 
産地偽装や優良誤認について 
表示制度について 
消費者相談窓口について 
加工・流通段階における安全・安心の確保について 
消費者と連携した地域での営農・販売の取り組みについて 
ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨを中心とした安全・安心システムの展開について 
食品の安全・安心についての考え方について 
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【経済事業の構造や組織・ガバナンスについて】 
経済事業の意識構造の変革について 
経済事業におけるガバナンスのあり方について 
経済事業における危機管理・法令遵守について 

 
【消費者に信頼される経済事業システムの刷新方策について】 
1. 産地偽装や優良誤認について 
・ 現在の食品表示については、消費者の立場に立った基準がなく、売らんがため
の表示となっており、原産国（地）の偽装や、優良誤認を招くような表示が多くな
されている。 
 
・ 原産国（地）については、消費者の関心も高くなっており、JA ｸﾞﾙｰﾌﾟとして虚
偽表示については自主的にﾍﾟﾅﾙﾃｨを課す等の取り組みが必要である。 
 
・ また、産地の確認については、現在、外箱、包装、伝票等のそれぞれが工夫し
て対応しているが、統一基準を作るなど第三者がチェックできるシステムを早急に
構築する必要がある 
 
・ 優良誤認を引き起こすような商品表示については、JA ｸﾞﾙｰﾌﾟとしても独自の基
準が必要である。 
 

2. 表示制度について 
・ 表示制度については、消費者や受け入れ側がどのような情報を必要としている
かという視点から考えるべきである。 
 
・ 現在の表示制度は複雑になっており、現場の JA等で対応できない場合もある。
このため、JA ｸﾞﾙｰﾌﾟとして表示に関する自主的な相談機関等の設置をはかるべき
である。 

 
・ 表示制度の見直しにあたっては、現場での対応可能性等について提言機能を発
揮すべきである。 

 
・ 品質表示については欧米並みの検証システムを検討する必要がある。一方で検
証システムについては、大規模な広域流通と地場流通を分けて考える必要がある。 

 
・ 生産者と消費者の信頼構築のためには、消費者モニターによる検証等が必要で
あり、これを具体化するため生産者・消費者による「食と農の安全・安心委員会」
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を全ＪＡに設置する等の取り組みが必要である。 
 
3. 消費者相談窓口について 
・ ＪＡグループが消費者重視となっていない要因として、消費者等からのクレー
ムを事業に活かしていく仕組みが不十分であることがあげられる。 

 
・ このため、「消費者相談窓口」充実等の取り組みが必要であるが、単に窓口を作
るだけでなく、それを JA ｸﾞﾙｰﾌﾟの実践的な取り組みとしていくことが必要である。 

 
・ また、消費者は要望・苦情を言う権利を有しており、これを吸い上げ事業とし
て反映することは必要不可欠なものであるとの認識を持つべきである。 

 
・ あわせて、農業理解のための消費者への情報提供や子どもたちへの食農教育等
に取り組む必要がある。 

 
4. 加工・流通段階における安全・安心の確保について 
・ 今回の一連の問題は加工・流通段階で生じており、加工・流通段階において産
地偽装等は生産者・消費者へのとり返しのつかない裏切り行為である。 

 
・ 加工・流通段階の品質管理のため HACCP（危険度分析による衛生管理）や
ISO9001（品質管理の国際規格）の取得をする必要があるが、これらの取得が困
難な小規模施設等についても、品質管理の向上に向けた教育・研修をはかること
が必要である。 

 
・ 加工・流通を担う JA ｸﾞﾙｰﾌﾟとして、その使命や「安全」について、役職員が十
分認識する必要がある 

 
5. 消費者と連携した地域での営農・販売の取り組みについて 
・ 地域農業が自立・連携する中で消費者と共生していくことが重要である。 
 
・ 小ロットの流通については、地域と消費者の関係が重要でありそれを通じて地
域農業がどう変わるかが重要である。 

 
・ 地域が変わっていくためには、営農指導員の意識の転換が必要である。 
 
・ 特に消費者の関心の高い残留農薬問題については、JA ｸﾞﾙｰﾌﾟとして農薬の散布
基準の設定とその遵守等により安全の徹底に取り組む必要がある。 
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・ また、地域ごとの農薬散布基準等の設定・公表や、海外の情報を含めて収集・
蓄積をすすめるべきである。 

 
6. ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ（生産・加工・流通過程の遡及可能性）を中心とした安全・安心システ
ムの展開について 
・ ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨについては、消費者における「安心」の保証、流通・生産者における
危機管理の観点からも導入が必要である。 

 
・ ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｼｽﾃﾑの導入については、相当の投資と運用コストが必要となり、危険
度の高い部分から選択的に取り入れていくべきである。 

 
・ JA ｸﾞﾙｰﾌﾟとして信頼されるシステム作りを進める観点から、生産過程の遡及が
容易な流通（ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ等）をすすめるとともに、農業生産工程の記録・デー
タ化をすすめるべきである。 

 
・ ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｼｽﾃﾑは手段・手法であり、それが安全を担保するものでもない。安全
を担保する生産・流通のあり方を日本農業全体の取り組みとして考える必要があ
る。 

 
7. 食品の安全・安心についての考え方について 
・ 「安全」は食品については基本事項である。一方、「安全」は相対的なものであ
りそれに伴うコストをどのようにするかが課題である。 

 
・ 「安全」とりわけ基準内での農薬散布や環境負荷の少ない農薬への転換等につ
いては、生産者と消費者に認識のｷﾞｬｯﾌﾟがあり、信頼関係を構築する中でこれら
の解消をはかる必要がある。 

 
・ 安全・安心については、単に表示やﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの問題ではなく、農薬・化学肥料
の投入抑制や地域循環といった日本農業全体のあり方の問題として考えるべきで
ある。 

 
・ その上で、国内農業の役割や農産物が工業製品の様に一律的な仕様とならない
ことについて、JA ｸﾞﾙｰﾌﾟとして消費者に PRする必要がある。 

 
【経済事業の構造や組織・ガバナンスについて】 
8. 経済事業における意識構造の変革について 
・ JA ｸﾞﾙｰﾌﾟ経済事業の本質的な役割は、生産者の協同化を通じて流通の効率化を
はかるとともに、消費者ニーズを把握しそれを生産につなぐことである。 
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・ しかし、現実は中間流通の位置付けが強く、消費者の方向を見る視点や生産現
場主義が欠如しており、両者を隔てるような体質となっている。 

 
・ このような体質を刷新するためには、経済事業における事業構造や組織のあり
方を抜本的に見直す必要があり、特に a.情報の公開、b.第三者による評価制度、c.
消費者と直結した運営をすすめる必要がある。 

 
・ どこかの JAが問題を起こした場合、全ての JA・生産者が消費者から疑われる
こととなる。このような認識のもと、全ての JAが危機意識を持ってこの問題に取
り組むべきである。 

 
9. 経済事業における経営管理のあり方について 
・ 経済事業で多様な子会社を営んでいるが、どのような意味を持つか再考し、管
理の方法を見直す必要がある。 

 
10. 経済事業における危機管理・法令遵守について 
・ 役職員の法令遵守は、調査報告・自主点検の中で認識の欠如等が問題となって
いる。 

 
・ 実践的な教育・研修を通じて法令遵守の態勢をつくることが必要である。 
 
・ 農産物の偽装表示の場合、消費者には見分けがつかない。このため、消費者保
護の観点からは、ＪＡグループが健全な情報開示の姿勢を持ち、そのような職場
風土や文化を創設することが重要である。 

 
・ ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ（法令遵守）の徹底の中で、取引先との契約、とりわけ特定農産物の
需給不均衡に伴う欠品問題についても適切に対応すべきである。 

 
以上 

 
 


